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【重要】まん延防止等重点措置の適用に伴う本学の対応について【第 18報】 

 

 

新潟県のまん延防止等重点措置の適用（適用期間：1 月 21 日から 2 月 13 日まで）を受

け、本学新型コロナウイルス対策本部にて下記事項を決定しましたので、改めて基本的な

感染対策の徹底をお願いいたします。 

 

記 

1. 「新型コロナウイルス感染が疑われる、濃厚接触者となった場合」の変更について 

前回から対策本部メンバーについて、実習委員長、企画・連携課長、教務・学生課長を

追加した。その他は変更なし。 

2. 危機管理レベルの変更について 

従来は危機管理レベル 1 であったが、新潟県のまん延防止等重点措置の実施地域指定を

受け、危機管理レベル 2 に変更した。 

3. 今後の講義について 

危機管理レベル表によれば基本的に遠隔授業であるが、今回は従前のとおり感染対策を

万全にとって対面授業とした。 

4. 臨地実習について 

 ①領域別実習：1/21（金）まで 予定通り行うこととした。 

 ②基礎Ⅱ実習：危機管理レベル表に則り学内実習とした。 

5. 図書館の土日開館について 

学生アンケートの結果を受けて、土曜・日曜開館を計画していたが、今回のまん延防止

等重点措置を受け、まん延防止等重点措置期間の土日の開館はしないこととした。平日は

通常どおり利用可能とする。 

6. サークル活動について 

活動停止とする（教務よりポータルサイトで周知する） 

7. 除雪ボランティア活動（地域連携・貢献委員会）1 月 26 日実施 

除雪のみ実施とする。 

以上 


